
1．送付物に関すること 

 

Q1－1.封筒が送られてきたが、何か手続きが必要ですか？ 

 
○「総合支援資金再貸付」 角２封筒 封筒の色 グレー 

⇒総合支援資金の再貸付を借りた方に償還免除申請の案内をする書類を送付してい

ます。手続きをすることによって返済が免除となるので、封筒にはその関係書類

が入っています。また、返済が免除にならない方は、貸付金返済が必要なので、

そのための説明書類が入っています。 

⇒いずれも手続きが必要なので、まずは封筒を開けて、書類を読んでください。 

 書き方がわからない場合は、封筒に記載している兵庫県社会福祉協議会特例貸付

コールセンター0120－552－039に電話してお尋ねください。 

 
○「返済開始後の償還免除について（次年度判定免除）」 角２封筒 封筒の色 ピンク色 

⇒総合支援資金再貸付の償還免除申請の案内、及び令和 6年 7月に送付する「残額

のお知らせ」に免除申請の要件を記載しています。申請を希望される場合は、特

例貸付コールセンター（0120－552－039）までご連絡ください。 

⇒令和 6年度に「あなた（借りた人）」と「あなたの世帯の世帯主」が両方とも

「住民税均等割・所得割どちらもが非課税」であれば、償還免除の対象となりま

す。手続きをすることによって返済が免除となります。封筒にはその関係書類が

入っています。また、返済が免除にならない方は、引き続き貸付金の返済が必要

です。 

⇒総合支援資金初回貸付を返済中の方のうち、令和 5年度非課税の方の申請も継続

して受け付けます。対象の方は速やかに手続きをしてください。 

⇒いずれも手続きが必要なので、まずは封筒を開けて、書類を読んでください。 

 書き方がわからない場合は、封筒に記載している兵庫県社会福祉協議会特例貸付

コールセンター（0120－552－039）に電話してお尋ねください。 

 

Q1－2.免除申請書が届くと聞いたが、いつ届きますか？ 

⇒令和 6年 5月 31日から７月にかけて順次、兵庫県社会福祉協議会が書類を発送し

ます。件数が多いので、順次の送付です。8月 15日になっても届いていない場合

は、兵庫県社会福祉協議会特例貸付コールセンター0120-552-039へ連絡してくだ

さい。 

 

Q1－3.引っ越ししたが、書類は届きますか？ 

⇒住所変更の手続きがお済みの場合は、お住まいの住所地に書類が届きます。 

住所変更の手続きがまだの場合は、「住所変更届」と「住民票の原本」（3か月以

内の世帯全員分、世帯主・続柄あり、個人番号なし、前住所が記載しているも

の）を兵庫県社会福祉協議会特例貸付コールセンターに提出してください。 

 



 

 

Q1－4.書類を別の場所に送付してもらいたい場合は、どうしたらよいですか？ 

⇒居住実態の確認を含めて届け出いただいた住所に郵便物を送付しています。この

ため、送付先を変更することはできません。 

⇒償還免除申請の案内についてのみ、現住所への送付は可能とします。 

⇒住民票の異動が完了していて、住所変更の手続きがまだの場合は、「住所変更

届」と「住民票の原本」を兵庫県社会福祉協議会特例貸付コールセンターに提出

してください。 

⇒書類の再発行については、お手数ですが兵庫県社会福祉協議会特例貸付コールセ

ンター宛（0120－552－039）に連絡してください。市区町社会福祉協議会におい

て書類の再発行はできません。 

 

Q1－5.県外で貸付を利用し、その後に兵庫県に転居し住所変更手続きも完了してい

る場合、兵庫県社会福祉協議会で償還免除や口座登録手続きをすればよいです

か？ 

⇒償還に関することは、貸付を利用された都道府県社会福祉協議会にて手続きをし

ていただく必要があるため、兵庫県社会福祉協議会にて免除申請や口座登録の手

続きをおこなうことはできません。必要書類は、貸付を利用された都道府県社会

福祉協議会から送られることになりますので、手続きの詳細は貸付利用時の都道

府県社会福祉協議会にお問合せください。 

 

Q1－6.宛先氏名の漢字が表記されていないが、手続きしても大丈夫ですか？ 

⇒宛名の氏名に旧字・異字体・略字等の外字を使用している場合、ＪＩＳ規格第

一・第二水準以外の文字は表示されず、フリガナ表示のみになっていますので、

ご了承ください。手続きはおこなえます。 

 

Q1－7. 貸付申込をした社会福祉協議会でなくても口座登録や償還免除申請の相談を

行うことができますか？ 

⇒登録している住所を「お住いの住所地」として送付しています。基本は、送付先

住所の市区町社会福祉協議会にてご相談ください。 

 

 

 


